
江別市指定ごみ袋等管理委託業務仕様書 
 
 

この仕様書は、市が委託する「令和８年度江別市指定ごみ袋等管理委託業務」（以下「業務」

という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
当該業務は、「江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例」及びその他関

連法令等を遵守し実施する。 
 
１．業務概要 

指定ごみ袋、ごみ処理券、大型ごみ処理シール、差額券（以下「指定ごみ袋等」とい

う。）の製作、在庫管理、指定ごみ袋等取扱店（以下「取扱店」という。）からの発注依

頼の受付、配送、家庭系廃棄物処理手数料の収納、その他指定ごみ袋等の管理に関する

業務。　 
 
２．業務場所の指定 

江別市内全域とする。 
 
３．指定ごみ袋等製作業務 
（１）指定ごみ袋等の仕様 
　　　　別紙「江別市指定ごみ袋等発注仕様書」のとおり。 

製作にあたっては、事前に見本を市へ提出し、確認を受けること。 
（２）ごみ袋の製作枚数 

（３）ごみ処理券の製作枚数 

（４）大型ごみ処理シールの製作枚数 

（５）製作発注 
　　　  製作を第三者に請け負わせる場合は、可能な限り江別市内に営業所を有する事業者

や江別市障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づき、江別市内または道内の

就労支援施設とすること。 
（６）指定ごみ袋等の所有権 
　　　　 指定ごみ袋等の所有権は、品質等の確認を得て市へ移転する。 
（７）その他 

取扱店からの発注依頼に対してスムーズに納品することができるよう、受託業者が

見込みを立て、指定ごみ袋等の製作スケジュールを作成し、供給に支障のない製作を

 区　　分 令和８年度製作枚数
 　５ℓ ２４０，０００枚　
 １０ℓ ７１９，０００枚
 ２０ℓ １，３２０，０００枚
 ３０ℓ １，０５５，０００枚
 ４０ℓ ７６７，０００枚
 公共ごみ袋　４０ℓ ５０，０００枚

 区　　分 令和８年度製作枚数
 １００円券 １５，０００枚
 ２００円券 ２５，０００枚

 区　　分 令和８年度製作枚数
 ２５０円券 ８，０００枚
 ５００円券 ４，０００枚
 １，０００円券 ５，０００枚



行なうものとする。 
 
 
４．指定ごみ袋等の保管業務 
（１）保管場所等 
　　　　指定ごみ袋等を適正管理できる、主たる保管場所を確保可能であり、火災など災害

による指定ごみ袋等の破損などにより取扱店への供給に支障及び不安の生じないよう

迅速に配送（緊急依頼対応など）ができる配送センター的施設として自己の管理によ

る保管場所を市内に確保すること。 
　　　　令和７年度受託者が管理・保管している指定ごみ袋等の物品は令和８年度受託者の

指定する場所に搬出することとし、その費用は令和８年度受託者の負担とする。 
（２）在庫管理及び在庫確認 
　　　①　在庫管理を随時適切に行うこと。 
　　　②　在庫の確認は、年２回以上市の担当者立会いのもと実施する。 
（３）その他 
　　　　江別市が別途作成する指定ごみ袋等も同様に取り扱いする。以下も同様に取り扱い

する。 
 
５．指定ごみ袋等の配送業務等 
（１）指定ごみ袋等取扱者への配送 
　　  ①　配送受付日及び時間は、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）及び国民の祝

日に関する法律に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時４５分から

午後５時までとする。ただし、ファクシミリは２４時間とする。 
②　最小配送単位の指定ごみ袋は、５枚（１包）、ごみ処理券、大型ごみ処理シール、

差額券は、１０枚及び５枚（１包）とする。直接引渡しも同様とする。 
　　  ③　配送日は、原則として火曜日午前中までに発注依頼があったものは金曜日とし、金

曜日午前中までに発注依頼があったものは翌週の火曜日とするが、この日が年末年始

又は国民の祝日の場合は翌営業日とする。 
　　　　　なお、上記以外の発注依頼についても、可能な限り対応するものとし取扱店の利便

性向上に考慮すること。 
　　　④　配送日以外に取扱店から緊急の配送依頼があった場合は、可能な限り配送に対応す

ること。対応できない場合は、受託者事務所・保管施設などで上記①の時間内に直接

引き渡しすることとする。 
　　　⑤　取扱店が定めた日を経過しても手数料の納付がない場合の配送については、収納確

認後に配送するものとする。 
　　　⑥　本仕様書に記載されている配送スケジュール、配送数など配送に関するマニュアル

を作成し、取扱店に周知徹底する。 
　　　　　なお、指定ごみ袋等は１枚売りができる旨の表示があることを確認すること。確

認できない場合は、市に連絡すること。 
　　　⑦　手数料の減免に係る指定ごみ袋の交付を依頼している取扱店（現在９２店舗である

が、減免袋取扱店数については増減することもある。）の減免に係る指定ごみ袋（引

換券との交換）の配送依頼については、通常の配送依頼と同様の取扱いとする。 
※前記引換券を受理した際は、取扱枚数・取扱店名・取扱年月日を確認すること。 

（２）公共ごみ袋の配送 
　　　　 取扱店への配送に準じた方法により、各自治会の公共ごみ袋担当者及び公共ごみ袋

を配布している施設へ配送すること。 
（３）環境クリーンセンターへの配送 
　　　　 必要に応じ交換用の指定ごみ袋、ごみ処理券、大型ごみ処理シール、差額券を配送

すること。 



（４）取扱店の登録廃止等に伴う指定ごみ袋等の在庫への対応 
　　　　 登録廃止、取消し、効力の停止をした取扱店の指定ごみ袋等在庫について確認及び

回収を行うものとする。 
（５）指定ごみ袋等の交換 
　　　①　取扱店から、指定ごみ袋の破損に伴う交換の申出があり、破損が製作に起因するも

の（不良品）であると受託者が判断した場合は、「交換票（任意の様式）」により、申

出者と調整した日時場所で交換するものとする。 
　　　②　市民から、指定ごみ袋の破損に伴う交換の申出があり、破損が製作に起因するもの

（不良品）であると受託者が判断した場合は、「交換票（任意の様式）」により申出者

と調整した日時場所で交換するものとする。 
　    ③　上記以外に交換の必要性が生じた場合は、市と受託者で協議のうえ、決定する。 
（６）取扱店の指定ごみ袋等の在庫品引き取りなどの対応 

取扱店から指定ごみ袋等の在庫品について、取扱い方法の変更などによりその一部

の引取りの要望があった場合には対応すること。 
（７）その他 
　　　　 配送車両及び配送先での賠償などに対応できる十分な任意保険、賠償保険などに加

入するものとし、受託者と取扱店間の配送業務については、受託者の責任で行うもの

とする。 
 
６．手数料等の収納等業務 
（１）取扱店からの手数料の収納 

①　受託者は、令和８年４月分から令和９年３月分までの手数料等の業務を遂行する

こととし、「江別市家庭系廃棄物処理に伴う指定ごみ袋等取扱店の登録等に関する要

綱」により登録された取扱店を補助者として協定を締結し、業務の効率化を図るも

のとする。 
手数料の収納は、当月配送した指定ごみ袋等の手数料の合計額から、取扱店への

委託料８％及びそれに伴う消費税を加えた額（免税事業者を除く）を差し引いた額

を翌月１０日までに請求し、当該月の２５日までに収納する。 
　　　　　なお、交付実績による取扱いを希望する取扱店については準用して行なうものと

する。 
②　手数料の減免は、取扱店が引換券により指定ごみ袋の交付を行うため、①にかか

わらず、減免により交付した枚数の手数料を配送指定ごみ袋の合計額から差引き請

求する。減免により交付（引換券と交換）した指定ごみ袋は、後日、現物で取扱店

へ交付する。 
③　取扱店からの収納方法は、受託者の指定する金融機関への振込みを原則とするが、

振込手数料は受託者の負担とする。受託者と取扱店の収納事務処理は受託者の責任

において行なうものとする。 
④　受託者は、当月に配送した指定ごみ袋等の手数料を、納入通知書により市の指定

する金融機関へ納付する。 
ただし、交付実績による取扱を希望する取扱店については、当月の交付実績に基

づく指定袋等の手数料とする。 
（２）取扱店の登録廃止等に伴う手数料等の対応　　 

取扱店から在庫品の引取りの要望があった場合は、引き取るとともに手数料及び委

託料の調整を行なうものとする。なお、調整できない場合は、引き取った額面の金額

から８％及び消費税を加えた額（免税事業者を除く）を差し引いた額を払い戻すもの

とする。 
また、手数料改定の際の取り扱いも同様とする。 
なお、在庫品の引取りの場合は、１枚単位で精算すること。 

（３）収納証拠書類の保管 



　　　　 収納した手数料に係る証拠書類を整理保管し、次年度の本業務受託者に引き継ぐこ

と。なお、引き継いだ受託者は、当該書類を手数料を収納した日の属する年度の翌年度

の初日から起算して５年間保管すること。 
 
７．配送及び手数料収納の管理並びに報告 
（１）配送管理 
　　　　「江別市家庭系廃棄物処理手数料の収納事務及び指定ごみ袋等の交付事務処理要領」 

により適正に執行するため、「指定ごみ袋等配送管理システム（以下「ECO21」という。）」 
により行う。ECO21 は、市と受託者の双方で所持することとし、市が無償で貸与す 
るものとする。 

（２）収納管理 
　　　　 配送管理と同様に ECO21 により行う。なお、江別市指定ごみ袋等取扱店登録の更

新などのデータ入力は受託者が行うものとする。 
 
８．業務の実績報告及び委託料の請求 
　　　受託者は、毎月１５日までに、前月中に取扱店等に納品した種類別・取扱店別の指定 

ごみ袋等の数量等について、市が指定する帳票及び提出を求めるデータを、ECO21 によ

る電子データで、市へ報告するものとする。 
　　　なお、委託料は、総額を月払いとし、委託業務の処理結果を検査確認した後、請求書

を受理した日から起算して３０日以内に支払うものとする。 
 
９．年度替わりの取扱い 
（１）受付及び配送業務　　 

年度開始及び年度末における受付及び配送等業務日程は別途取り決めることとし、

その内容に従い、指定ごみ袋等の不足が生じないように各取扱店に対し事前に周知徹底

を図ること。 
（２）指定ごみ袋等の取扱い 
　　　　本年度受託者は契約期間満了後に管理する指定ごみ袋等を、市の確認を得て次年度

本業務を受託する者に引き継ぐものとする。なお、運搬に係る経費は次年度受託者の負

担とする。　 
 
１０．差額券の精算および旧指定ごみ袋取扱い 
（１）旧指定ごみ袋を取り扱う事となった場合においては、現行の指定ごみ袋同様に取り扱

う事。 
（２）実施時期等は、別途協議して定めるものとする。 
 
１１．損害賠償 
　　　　受託業者は、指定ごみ袋等について、作成した枚数や品質等を厳正に管理しなけれ

ばならない。これに反した場合には、それによって生じた損害を市へ賠償するものと

する。 
 
１２．検査等 
　　　　市が必要と認めるときは、受託者に対して本業務に係る資料の提出を求め、検査を実

施できるものとする。 
 
１３．その他 
　　　　この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市と受託者が協議して定める

ものとする。


